
行
政
組
織（
第
21
条
）

行
政
手
続（
第
23
条
）

行
政
評
価（
第
22
条
）

自
治
基
本
条
例

自
治
基
本
条
例

知
っ
て
い
ま
す
か
？

知
っ
て
い
ま
す
か
？

危
機
管
理
体
制

（
第
24
条
）

　

｢

名
寄
市
自
治
基
本
条
例｣

は
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
基
本
ル
ー
ル
で
す
。

　

今
月
号
で
は
、
前
号
に
引
き
続
き
、
本
条
例
が
定
め
る｢

行
政
運
営
の
基
本｣

に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。
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ny-kikaku@city.nayoro.lg.jp

問
い
合
わ
せ

■
市
の
組
織
は
、
市
民
に
わ
か
り
や
す
く

　

機
能
的
か
つ
効
率
的
な
も
の
で
あ
る
と

　

同
時
に
、
各
部
署
相
互
の
連
携
が
保
た

　

れ
た
柔
軟
な
も
の
と
し
て
編
成
さ
れ
な

　

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
市
長
等
は
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
行

　

政
運
営
を
進
め
る
た
め
、
行
政
評
価
に

　

関
す
る
制
度
を
整
備
し
、
実
施
す
る
と

　

と
も
に
、そ
の
結
果
を
市
民
に
公
表
し
、

　

ま
た
、
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
に
外

　

部
評
価
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
市
民
の

　

視
点
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

名
寄
市
行
政
評
価
実
施
要
領
に
基
づ

　

き
、
毎
年
度
、
外
部
評
価
を
含
め
た

　

行
政
評
価
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
市
長
等
は
、
市
民
の
権
利
や
利
益
を
保

　

護
し
、
公
正
か
つ
透
明
な
行
政
を
行
う

　

た
め
、
行
政
処
分
や
行
政
指
導
、
市
長

　

等
に
対
す
る
届
出
に
関
す
る
手
続
に
関

　

し
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
条
例
で
定

　

め
る
。

　

名
寄
市
行
政
手
続
条
例
で
、
手
続
に

　

必
要
な
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
。

■
市
長
等
は
、
市
民
の
生
命
と
生
活
の
安

　

全
を
確
保
し
、
災
害
な
ど
の
緊
急
時
に

　

は
、
総
合
的
か
つ
機
能
的
に
活
動
で
き

　

る
よ
う
危
機
管
理
体
制
の
確
立
に
努
め

　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
市
長
等
は
、
市
民
、
事
業
者
や
関
係
機

　

関
と
の
連
携
・
協
力
を
図
り
、
災
害
な

　

ど
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「家庭で取り組む７つのポイント」
　子どもたちの学力や体力の向上､豊かな心の育成には､

望ましい生活習慣や学習習慣などの定着を図ることが必

要です｡このため､市教育委員会では「家庭で取り組む７

つのポイント｣を示し､学校と家庭や地域の皆さまにご理

解とご協力をお願いしています。

　新学期が始まります｡皆さまには､子どもたちの生活や

学習などの状況を見直し､｢家庭で取り組む７つのポイン

ト」に基づいて子どもたちをいっそう健やかに育んでい

ただきますようお願いします。

※｢家庭で取り組む７つのポイント｣の詳細は、市ホーム

ページに掲載しています。

問い合わせ　学校教育課（名寄庁舎３階）

　　　　　　　０１６５４③２１１１（内線３３７７）

１　朝食を食べる習慣が大切です

２　節度ある生活習慣が大切です

３　家庭で学習する習慣が大切です

４　読書に親しむ習慣が大切です

５　運動する習慣が大切です

６　自尊感情を育むことが大切です

７　いじめは許されないと教えることが大切です

「家庭で取り組む７つのポイント」子どものよりよい育ちのための

 17 平成２７年４月号 17 平成２７年４月号




